（様式第１－５号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　市町村名：大阪市　　　　　　

⑨その他の創意工夫による取組み
	区分及び事業名
※１から４のいずれか該当するもの一つに○を付し、（　　　）に事業名を記入してください。
※１から４の複数の区分に該当するものについては、それぞれ用紙を分けて記入してください。
	１　人権相談分野（事業名：人権相談事業）
２　地域就労支援分野（事業名：　　　　　　　）
３　進路選択支援分野（事業名：　　　　　　　）
４　生活上のさまざまな課題等の発見又は対応分野
（事業名：　　　　　　　　　　　　　　　）

	取組内容
※府ホームページへは当様式に記載されている内容を原則そのまま掲載いたします。また、記載にあたりましては現状、現状における課題及び当該課題解決へ向けた取組み内容をできるだけ詳細に記入してください。

【新規・継続の別】　※該当する方に○を付してください。
　 １．新規
　２．継続 【交付対象となった年度：令和５年度】

【 現 状 】
　近年、スマートフォンをはじめとする情報端末の普及にともない、SNS や匿名掲示板といったインターネット上での誹謗中傷などの人権侵害が社会的な問題となっている。

【現状における課題】
　インターネット上での誹謗中傷などの人権侵害の解消には、法的な救済措置も含め、専門的な知識が必要とされる場合もある。

【取組み内容】 ※継続実施分について、取組み内容を拡充する場合は、その内容を追記してください。
　既存の人権相談窓口において、専門相談員が解決に向けたアドバイスを行うことができるよう体制の強化を図るほか、相談内容により法的な観点からの助言が必要と認められる場合には、無料で弁護士相談を受けていただけるようにし、インターネット上の誹謗中傷についての相談支援を強化した。




（様式第１－５号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　市町村名：大阪市　　　　　　

⑨その他の創意工夫による取組み
	区分及び事業名
※１から４のいずれか該当するもの一つに○を付し、（　　　）に事業名を記入してください。
※１から４の複数の区分に該当するものについては、それぞれ用紙を分けて記入してください。
	１　人権相談分野（事業名：　　　　　　　　　）
２　地域就労支援分野（事業名：地域就労支援事業（しごと情報ひろば総合就労サポート事業））
３　進路選択支援分野（事業名：　　　　　　　）
４　生活上のさまざまな課題等の発見又は対応分野
（事業名：　　　　　　　　　　　　　　　）

	取組内容
※府ホームページへは当様式に記載されている内容を原則そのまま掲載いたします。また、記載にあたりましては現状、現状における課題及び当該課題解決へ向けた取組み内容をできるだけ詳細に記入してください。

【新規・継続の別】　※該当する方に○を付してください。
　 １．新規
　２．継続 【交付対象となった年度：平成28年度】

【 現 状 】
平成27年度まで地域就労支援事業では、地域就労支援センターでの就労相談を中心とした事業を行う一方で、相談者に対して具体的な仕事の紹介やあっせんは行っていなかった。

【現状における課題】
平成27年度まで職業紹介を希望する相談者には、市が別に運営している職業相談・紹介事業（しごと情報ひろば）や市以外の支援機関を活用することにしていたため、地域就労支援センターでの支援継続を希望する相談者のニーズに対応できていなかった。

【取組み内容】 ※継続実施分について、取組み内容を拡充する場合は、その内容を追記してください。
　平成28年度から地域就労支援センターでの支援継続を希望する相談者のニーズに対応するため、職業紹介も行えるよう業務内容を見直すとともに、ハローワークのオンライン求人情報の提供を受けて相談支援の充実も図ることとした。




（様式第１－５号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　市町村名：大阪市　　　　　　

⑨その他の創意工夫による取組み
	区分及び事業名
※１から４のいずれか該当するもの一つに○を付し、（　　　）に事業名を記入してください。
※１から４の複数の区分に該当するものについては、それぞれ用紙を分けて記入してください。
	１　人権相談分野（事業名：　　　　　　　　　）
２　地域就労支援分野（事業名：　　　　　　　）
３　進路選択支援分野（事業名：　　　　　　　）
４　生活上のさまざまな課題等の発見又は対応分野
（事業名：大阪市配偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ等の相談対応及びＤＶ等により緊急一時的に保護された被害者等に対する支援業務）

	取組内容
※府ホームページへは当様式に記載されている内容を原則そのまま掲載いたします。また、記載にあたりましては現状、現状における課題及び当該課題解決へ向けた取組み内容をできるだけ詳細に記入してください。

【新規・継続の別】　※該当する方に○を付してください。
　 １．新規
　２．継続 【交付対象となった年度：令和３年度】

【 現 状 】
　ＤＶ相談情報については配偶者暴力相談支援センター及び区役所でＥｘｃｅｌ等を用いて個別
に管理しているため情報の共有が図れない。

【現状における課題】
　他の事業と情報連携することによる包括的な支援体制を構築しにくい。

【取組み内容】 ※継続実施分について、取組み内容を拡充する場合は、その内容を追記してください。
総合福祉システムを活用して、ＤＶ相談システムを開発することにより、大阪市配偶者暴力
相談支援センター・区役所・こども相談センターにおいて相談履歴など把握した情報の共有
化ができた。
また、母子保健・子育て支援等他の事業と情報連携することにより、包括的な支援体制を構
築し、児童虐待の早期発見・早期対応に係る体制強化につながった。
令和５年度より、住民情報システムとの連携拡充を行い、支援措置の情報をシステムに表示
させることにより、郵便物等の誤送付が起こらないよう注意喚起するシステム改修を行った。
また、令和６年度より、大阪市女性相談支援員による相談窓口を新設した。



